
主な福祉・介護人材確保対策②

（介護福祉士養成施設等）

（都道府県福祉人材センター、
ハローワーク）
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【福祉・介護の仕事に
関心を有する方々】

【福祉・介護人材の供給機関】 【職場への定着】

○ 学生や教員に対して福祉・介護の仕
事の魅を伝えるための相談助言

○ 潜在的有資格者の再就業を支援する
ための研修の実施

○ 職場体験の機会の提供

○ 介護福祉士及びホームヘルパー１級
の養成に係る離職者訓練を新たに実施

○ 離職者等に対して社会福祉施設等へ
職業訓練委託して実施

○ 福祉・介護分野における離職者訓練の
定員枠の拡充

○ 全国の主要なハローワークに「福祉人
材コーナー」を設置し、福祉分野（介護・
医療・保育）の人材確保に向けたマッチン
グ機能を強化

○ 都道府県福祉人材センターにおいて
個々の求職者に相応しい職場の開拓や
働きやすい職場づくりに向けた指導助言
の実施

○ 介護報酬のプラス３％改定

○ 介護関係業務の未経験者を雇い入れ助成

○ 介護福祉機器導入費用の助成

○ 雇用管理改善業務を担う人材を雇い入れた事業主への助成
○ 処遇改善等のための人事制度を導入・運用し、かつ、雇用管理改善のための
取組を行う事業主に対する助成
○ 新たに福祉・介護分野に従事する者に対する巡回相談の実施

○ 介護職員の処遇改善に取り組む事業者へのさらなる処遇改善のための助成
○ 現任介護職員等を研修等に派遣する場合の代替要員の雇用に係る経費の助
成
○ 養成校の教員等が事業所を巡回・訪問して、キャリアアップ等のための研修を
実施

多年度にわたる総合的
な対策の実施

○ 介護福祉士等の養成校の入学者に
対する修学資金の貸付け

《多様な人材の参入促進》 《マッチング機能の強化》 《処遇改善等を通じた定着促進》
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